
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成16年 3月 9日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

条
　
例

◯
秋
田
県
地
鶏
肉
生
産
行
程
管
理
者
認
定
等
手
数
料
徴
収
条
例
（
一
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
…
…
１

規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
二
・
財
政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◇
秋
田
県
地
鶏
肉
生
産
行
程
管
理
者
認
定
等
手
数
料
徴
収
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
一
号
）

１
　
農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
七
五

号
）
第
一
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
認
定
機
関
の
認
定
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
鶏
肉
に

係
る
生
産
行
程
管
理
者
か
ら
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
条
関
係
）

２

手
数
料
の
額
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
）

３

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

ペ
ー
ジ
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◇
◇ 

一
件
に
つ
き
　
　
　
　
　
八
三
、
〇
〇
〇
円

一
件
に
つ
き
　
　
　
　
　
四
〇
、
〇
〇
〇
円

登
録
認
定
機
関
の
認
定
の
申
請

登
録
認
定
機
関
の
調
査
の
申
請

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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平成16年 3月 9日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
二
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
第
二
百
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
百
十
の
二
　
地
鶏
肉
生
産
行
程
管
理
者
認
定
申
請
手
数
料

二
百
十
の
三
　
地
鶏
肉
生
産
行
程
管
理
者
調
査
申
請
手
数
料

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３

規
　
　
　
　
　
　
則



発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
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月
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五
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社
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雄
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